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研究助成財団等からの助成金の取り扱いについて（通知） 

 

標記については、長崎大学寄附金取扱規定第１０条により、研究助成財団等から助

成金を受けた場合で、当該助成金が本学における職務上の教育研究に対するものであ

るときは、個人経理を行わせないために当該助成金を本学に寄附の上、機関経理する

こととなっています。 

つきましては、研究助成財団等から本学における職務上の教育研究に対する助成金

を受けた場合は担当事務部に連絡の上、必ず寄附申込の手続きを行う必要があります

のでご留意下さい。 
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